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在留管理制度と不法就労の防止について

令和７年度外国人雇用管理セミナー資料



在留資格 該当例

外交 外国政府の大使、公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者、管理者等

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校、中学校等の語学教師等

技術・人文知識・

国際業務

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講

師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定技能（注１） 特定産業分野（注２）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、会議参加者等

留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し

引き続き在留している実子

定住者 日系３世、外国人配偶者の連れ子等

※ 資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
※ 赤字の在留資格については、上陸基準省令の適用があるもの。

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格（※）

就労の可否は指定される活動によるもの

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

（注２）介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整
備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、
林業、木材産業（令和６年３月２９日閣議決定）

（注１）平成３１年４月１日から

在留資格一覧表 外国人が「どのような活動を
するのか」がポイント

外国人が「どのような身分又
は地位であるか」がポイント
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外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営・管理

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術・人文知識・

国際業務

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能

技能実習

特定活動（就労可）

永住者
日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

働くことが
できる

ただし…

資格外活動許可 を取れば

アルバイトができます

特定活動（就労不可）

文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在

居住資格

就労資格

働くことが
できない

働くことができる在留資格・働くことができない在留資格ポイント
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中長期在留者の在留管理制度

３

「中長期在留者」とは具体的には、以下の①～⑥のいずれにもあてはまらない外国人のことであり、
在留カードの交付対象となります。

中長期在留者に該当しない外国人

④ 「特定活動」の在留資格が決定された
・台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
・デジタルノマド（国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者）及びその配偶者・子

⑤ 特別永住者 ⑥ 在留資格を有しない者（不法滞在者等）

① ３月以下の在留期間が決定された者※ ② 短期滞在の在留資格が決定された者 ③ 外交又は公用の在留資格が決定された者

※ 例えば、在留資格「興行」で「３月」の在留期間が決定された場合、在留カードは交付されません。

在留カードは交付されません！



・氏名
※原則として、旅券のローマ字氏名で表記され、申出により漢
字氏名も併記可能（漢字氏名を証明する資料が必要）です
が、通称名は記載されません（特別永住者証明書も同様）

・在留カード番号

・資格外活動許可の概要

・ 在留期間更新許可申請中 又は
在留資格変更許可申請中 である旨が記
載されます。

※「特例期間」（入管法第２０条第５項等）に留意

・在留資格

・就労制限の有無

・在留期間及び在留期間の満了日

・許可の種類
・許可年月日
・交付年月日
・在留カードの有効期間の満了日

※申請を行った場合、申請に係る処分日又は在留
期間の満了日から２か月を経過する日のいずれか
早い日までは、在留カードは失効しない（在留カード
の有効期間の満了日が１６歳の誕生日の前日となっ
ている者を除く。）。

・生年月日、性別、国籍・地域 ・住居地

表面

裏面

在留カードの見方ポイント

４



入管法上の届出についてポイント

対象者（誰が） 事由（どんなとき） 届出手続（何をするか） 届出時期（いつするか）

中長期在留者（全員）
新規上陸後に住居地
を定めたとき

新規上陸後の住居地の届出 住居地を定めた日から14日以内

中長期在留者（全員）

在留資格変更等によ
って新たに中長期在
留者となったとき

在留資格変更等に伴う住居地
の届出

住居地を定めた日から14日以内

中長期在留者（全員）
転居したとき 住居地の変更届出 新住居地に移転した日から14日

以内

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人
（中長期在留者）は、転居や転職など、在留状況に変更が生じ
たときに、変更内容を届出する。
（参考）中長期在留者とは、在留カードの交付を受けている外国人

（１）市区町村窓口で行う届出

※ 「住所」は市区町村長あて、「住居地」は出入国在留管理庁長官あてに届出をします。
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◆ インターネットによる届出 http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html

◆ 郵送による届出（郵送先）
〒１６０－０００４ 東京都新宿区四谷１丁目６番１号四谷タワー１４階
東京出入国在留管理局 在留調査部門届出受付担当 （封筒に届出在中と記載）

事由（届出内容） 対象者 届出手続 届出時期 届出方法

１

・氏名
・生年月日
・性別
・国籍・地域
に変更があったとき

中長期在留者（全員）

住居地以外
の在留カー
ド記載事項
の変更届出

記載事項
に変更が
生じた日
から１４日
以内

窓口持参

２

活動を行う機関の
・名称、所在地の変更
・消滅、離脱、移籍
があったとき

中長期在留者のうち次の在留資格の者
教授、高度専門職1号ハ・2号（ハ）、
経営・管理、法律・会計業務、医療、
教育、企業内転勤、技能実習、留学、
研修

所属機関

（活動機関）
に関する届
出

事由が生
じた日か
ら14日以
内

・インター
ネット

・窓口持
参

・郵送

３

契約機関の
・名称、所在地の変更
・消滅、契約の終了
・新たな契約の締結
があったとき

中長期在留者のうち次の在留資格の者
高度専門職1号イ又はロ・2号（イ・

ロ）、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、
興行、技能、特定技能

所属機関

（契約機関）
に関する届
出

事由が生
じた日か
ら14日以
内

４
配偶者との
離婚又は死別
したとき

中長期在留者のうち次の在留資格の者

家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配
偶者等

※ 配偶者としての身分を有することがこれら
の在留資格の基礎となる者）

配偶者に
関する届出

事由が生
じた日か
ら14日以
内

（２） 地方出入国在留管理局に提出する届出

６
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審査申請受付 結果告知審査終了を知
らせるハガキ
を発送

新しい在留カードを
交付
（3月以下の在留期間
の場合はパスポート
に許可証印を貼る）

許可

不許可通知書を交付

不許可

・ 原則、本人又は法定代理人
・ 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた取次者に依頼することも可能

ポイント

 追加資料の提出が
必要な場合は、電
話か手紙で追加資
料の提出を依頼。

 申請番号が記載され
た申請受付票を交付。

 在留カード所持者が、
在留資格変更許可申
請又は在留期間更新
許可申請をした場合
は、在留カードの裏
面に申請中と押印。

 許可の場合も、
不許可の場合も
入管で結果を受
け取る。

在留諸申請の流れ（イメージ）

在留審査関係諸手続

申請者
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在留審査関係諸手続

② 在留資格変更許可申請

① 在留期間更新許可申請

外国人が、その在留期間の満了する日までに在留資格変更
許可申請又は在留期間更新許可申請をした場合において、当
該申請に対する処分が在留期間の満了の日までに行われな
いときは、在留期間満了後も、当該処分がされるとき又は従前
の在留期間の満了の日から２か月経過する日のいずれか早い
ときまでの間は、引き続き従前の在留資格により在留できる。
※30日以下の在留期間を付与された方からの申請は対象外。  

在留期限 

申請 

 
不法残留 

最長２か月 

特例期間 

特例期間満了 

（参考）特例期間 （入管法第２０条第６項、同法第２１条第４項）
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⑤ 資格外活動許可申請

④ 就労資格証明書交付申請

在留審査関係諸手続

③ 永住許可申請
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包括許可 個別許可

在留カ
ードの
記載

許可の
概要

１週に２８時間以内の就労活動が包括的
に許可される
風俗営業等の店舗での就労は不可

留学の在留資格の者は、教育機関に在
籍中のみ有効。長期休業期間中は、
１日に８時間以内まで拡大

活動を行う本邦機関の名称及び事業内容
その他必要な事項を定めて個々に許可さ
れる

就労資格を有する方が、他の就労資格
に該当する活動を行う時や、留学生等
が①の時間を超えて資格外活動を行う
必要があるときなどに申請する。

許可の詳細は、証印又は資格外活動許
可書を確認する

※ アルバイト先が複数あるときは、全てのアル
バイトの稼働時間の合計を規定の時間内に収める
必要がある。

許可：資格外活動許可書に記載された
範囲内の活動

証 印
（シール）

資格外活動
許可書
（紙・Ａ５
サイズ）

資格外活動許可の種類ポイント

許可：原則週２８時間以内・風俗営業
等の従事を除く
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技術・人文知識・国際業務
Engineer/Specialist in Humanities/International Services

在留期間：５年、３年、１年、３月

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若
しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識
を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
に従事する活動（１の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並
びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下
欄に掲げる活動を除く）

 ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの

 土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの

 取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの

 会社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの

 語学教師としての業務に従事するもの

本邦において行うことができる活動

具体的な活動内容
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技術・人文知識・国際業務
Engineer/Specialist in Humanities/International Services

在留期間：５年、３年、１年、３月

１ 「技術」「人文知識」申請人が次のいずれかに該当し、必要な技術又は知識を取得
していること（ただし、IT告示で定める資格を有している場合を除く）

イ 当該技術若しくは知識に係る関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の
教育を受けたこと

ロ 当該技術又は知識に係る関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

ハ １０年以上の実務経験を有すること

２ 「国際業務」申請人が次のいずれにも該当していること

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾、若しくは室内装飾に係るデ
ザイン、商品開発等その他これらに類似する業務に従事すること

ロ ３年以上の実務経験（大学を卒業した者が、通訳・翻訳等の業務に就く場合を除く）

３ 日本人と同額以上の報酬

上陸基準省令
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大学を卒業した留学生

専門学校を卒業した留学生

不許可事例

教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っ
ている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁
当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請
があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要
とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」
の該当性が認められないため不許可となったもの。

不許可事例

声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦の
ホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通
訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目と
の関連性が認められず不許可となったもの。

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可の事例ポイント
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（１）学歴

具体的な活用例

留学生の就職支援に係る「特定活動」（本邦大学卒業者）

別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当
する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の
機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の
職員として行う当該機関の業務に従事する活
動（日本語を用いた円滑な意思疎通を要する
業務に従事するものを含み、風俗営業活動及
び法律上資格を有する者が行うこととされて
いる業務に従事するものを除く。）

特定活動４６号告示

・日本国内の４年制大学を卒業
・日本国内の大学院の課程を修了

（２）日本語能力

・日本語能力試験Ｎ１
・ＢＪＴビジネス日本語能力テストで４８０点
以上
・大学又は大学院において「日本語」を専攻し
て大学を卒業

（１）飲食店で

飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う
もの（日本人に対する接客を行うことも可能です。）。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

（２）工場で

工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能
実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自ら
もラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

※詳細については、以下のURLを参照願います（留学生の就職支援に係る「特定活動」（本邦大学卒業者）についてのガイドライン）

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00038.html

対象者

（３）ホテルや旅館で

ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームペ
ージの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通
訳（案内）を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの
（日本人に対する接客を行うことも可能です。）。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
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外国人材を採用する一般的な流れ

在
留
資
格
変
更

の
必
要
な
し

労
働
条
件
の
明
示
・
雇
用
契
約
の
締
結

日
本
国
内

海
外

居
住
地
は

在
留
資
格
の
変
更
が

必
要

必
要
な
し

標準処理
期間

必要な
手続

１か月
～

３か月

在留資格
認定証明
書交付申
請

２週間
～

１か月

在留資格
変更許可
申請

２週間
～

１か月

在留期間
更新許可
申請

― なし

３
月
以
上

在
留
期
間
の
残
り

３
月
未
満



受
入
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業
：
外
国
人
雇
用
状
況
届
出
等
を
行
う



外
国
人
材
：
所
属
機
関
等
に
関
す
る
届
出
を
行
う

４月頃

許可

在
留
カ
❘

ド

を
受
領

３月頃～１２月頃 １０月頃

内
定
者
決
定

入
社
後
の
届
出

参考
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人文知識国際業務 更新申請

事例１

「国際業務」類型で許可を受けた者が「人文知識」
類型の業務を行っても不法就労にはならない。

ただし、上陸許可基準を満たさない場合は、
次の在留期間更新許可申請の際に許可され
ない可能性がある。

将来的に不許可になる転職パターン

作業員技人国

事例２ 不法就労助長を問われかねない転職パターン

「技人国」で許可を受けた者が在留資格に該当しない
業務を行うと不法就労活動になる。

資格外活動違反で検挙された場合、
事業主も処罰の対象になる
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不法就労防止に御協力ください。
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不法就労防止にご協力ください。

● 旅券に後日在留カードを交付する旨
の記載がある方

● 「３月」以下の在留期間が付与され
た方

● 「外交」「公用」等の在留資格が付
与された方

これらの方については、旅券等で就労で
きるかどうかを確認してください。

※特に、「留学」「研修」「家族滞在」
「文化活動」「短期滞在」の在留資格を
もって在留している方については、資格
外活動許可を受けていない限り就労でき
ませんのでご注意ください。

在留カードを所持していなくても
就労できる場合がある方

１９

在留カードの記載事項を確認してください。

○ 在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって

適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。旅行者のように一時
的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。

○ 特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できませ

ん。その例外については「在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」を
ご参照ください。

● 仮放免は、入管法に基づく退去強制手続を受けている外国人につ

いて、病気その他やむを得ない事情がある場合に条件を付して、
一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です。

● 仮放免された外国人は退去強制手続中という立場であるため、原

則として、仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に
従事できない」との条件が付されており、就労することはできま
せん。

● 仮放免された外国人に当該条件が付されていないときなど、就労

の可否に疑義がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局にお
問い合わせください。

※ 2023年６月に成立した入管法等改正法により、収容に代わる監理措置制度が創設さ

れました。監理措置に付された退去強制手続中の外国人は、退去強制令書発付前に限
り、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、
例外的に就労が許可されることがあります。なお、就労の可否については同人が所持
している監理措置決定通知書の記載を確認してください。また、就労の可否に疑義が
ある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

※仮放免許可は在留資格ではありません。



不法就労防止に御協力ください。
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不法就労防止に御協力ください。

● 下記のページを御活用ください。なお、確認結果は在留カード等の有効性を証明するものではありません。昨今、

実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわらず、下記、「「在
留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」や「在留カード等読取アプリケーション」のほか「動画ライブラリ
ー」において、アプリの操作方法や在留カード等の目視による真偽の判断方法を紹介する映像を公開していますの
で、あわせて御活用ください。

● 偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方出入国在留管理局にお問合せください。

在留カード等の番号が失効していないか確認することができます。
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https://forms.gle/dbNUXp9cxyGykT5Z8

